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― Ver.2 応用編（地域の共助編）― 

平成 25 年４月 
危機管理室 緊急対策課 



  

  

 

 
◇左記を読み上げてください。 
 
◇訓練の所要時間は 約 60 分程度です。 

 
◇ 身の安全の確保について 
 ※ 受信後から地震発生までの 
  時間に何ができるのか？ 
   
◇ 緊急地震速報の受信から地震の発生ま

では３秒後・30 秒後・1 分後かもしれませ

ん。まずは、自分自身の安全を確保しまし

ょう。 



 
 
 

 
 
 

 

「元禄型関東地震」 
この地震は、相模トラフを震源

とするマグニチュード８クラスの

プレート境界型の地震です。  
◇ 揺れが大きく、鶴見区・神奈川区・

中区･南区・港北区・戸塚区に建物の

被害が多い想定になっています。 
 
◇ 火災による被害が大きいことも 
 特徴のひとつです。 
 
※ 被害想定～ 
区の被害想定（人的･物的）、液状化 

 などを説明してください。 



 

 
 

 
 
 

 

「地域の共助の始まり」 
◇ 隣近所の人たちで周りの家の

声かけなどを行ったり、初期消

火を行う一方で、「15:40 スラ

イド」のように、いっとき避難

場所に集まった住民が民生委員

と一緒に要援護者の安否確認を

行うなどの行動に移っていきま

す。 
  このように、地域の共助は、

家を出たところから始まりま

す。 

【設問②】 
「災害時要援護者等の安否確認・避

難支援」 
（上段） 
要援護者支援事業の未実施地区 

 の場合 
（下段） 
要援護者支援事業の実施している

地区の場合 



 

 
 
 

  
 
 

 

「児童･生徒の引き取り」 
◇ 以下のことについて学校と確認し

ましょう！ 
①「保護者による児童･生徒の引き取り

と引き取りに行けない場合の要領」 
②「校舎の点検要領」 

について、学校と確認しましょう。 

【設問③】 「運営委員の参集」 
◇ 誰もが仕事や出張・外出・旅行など、

住んでいる地域を離れることがあり

ます。 
運営委員の皆さんは、誰が参集して

も開設手順が分かるように確認して

おきましょう。 



 

 

 
 

 
 
 

 

「避難者受付要領」 
◇ 運営委員の皆さんの防災本部となる

場所と避難者の集計場所を図面に記

載しましょう。 
◇ 避難者の集計は、受付場所では簡易

的に行いましょう。 
避難者カードの集計結果は、運営委

員の皆さんが集まる場所で行いまし

ょう。（デジタル移動無線機の子機の

設置場所付近など） 
また、集計結果は体育館などに模造

紙やホワイトボードに記載して避難

者と共有しましょう。 

 
「避難所開設準備・協力の呼びかけ」 
 運営委員の皆さんの負担を軽減す

るには、避難者への協力の呼びかけは

最も重要です。 
共同生活であることを伝え、避難所

の開設準備段階から呼びかけを行い

ましょう。 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

「避難所開設・備蓄物資」 
防災備蓄庫の備蓄品のうち、避

難所の開設時から持ち出しておく

方が良いと思う物資には、何があ

るのかを確認・共有しておくと災

害時に役立ちます。 

「地域の被害の把握」 
①「避難者から周辺の状況を聴取」

②「自治会･町内会の各委員などの町

の防災組織」と「運営委員」の連携 
などにより被害情報の収集を行いま

しょう。 
収集した情報は、直近動員者など

の市職員に伝え、区本部に連絡する

ようにしましょう。 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

「情報発信の機能について」 
◇ スライドの記載は一部です。運営

委員の皆さんが必要であると思わ

れる事項を考えておきましょう。 
◇ 各種情報の掲示場所を話し合い、

図面に記載しましょう。 
 
《地域防災拠点の機能とは？》 
① 避難生活場所 
② 地域の防災本部（住民による救助･救護） 
③ 地域への情報発信機能 

「自治会・町内会の活動」 
「地域防災拠点の避難者」「在宅被災

生活者」「神社・お寺・集会所・住宅

での任意の場所での共同生活」など、

被災地になると、様々な避難生活の形

態が考えられます。自治会･町内会と

拠点運営委員が連携して、住民のみな

さんがどこに避難生活をしているか

を把握すると、区域住民の行方不明者

の把握や、情報･物資の提供を公平に

受けることなどに繋がります。 
→運営委員は町内会の役員も兼ねて

いる方が多いので、地域の中で新たな

自治を作るよう町内会の役員がサポ

ートすることも必要です。 

「拠点の避難者と地域の避難生活者」 
◇ 「拠点の避難者」と「在宅被災者」、 

地域の中の「任意避難場所の生活

者」は、それぞれが助け合い、支え

あうことが必要です。 
その上では、自分達の町は自分達

で守らなければなりません。 
地域全体の見回りや炊き出しな

どは、避難所の皆さんと地域の皆さ

んが協力して行いましょう。 



 

 

 

 

 

「情報の収集」 
◇ ワンセグやラジオなど、メディアから

情報収集することはとても重要になり

ます。 
 ※ 電池･発電機の燃料など、地域の中   
  ですぐに手配できるかなど、話し合

っておきましょう。 

「地域防災本部の機能」 
◇ 大きな震災の場合には、住民による 
救助や救護活動を行うことになりま 
す。これらの情報は、取りまとめて、 
区本部に伝達しましょう。 



 

 
 

 
 
 

 
 

「避難所のルール」 
◇ 避難所のルールを話しあって

図面の余白に記入しましょう。 
 
◇ 避難所と町内の見回りは、在宅

被災者や任意避難場所の生活者も

メンバーに入れて一緒に実施しま

しょう。また、見回りの際は、声

かけなども行いましょう。 
 
【参 考】福島の避難所では、部屋毎に

部屋長を選出して毎朝会議をしたこと

によって住民自治と秩序が形成されて

いきました。 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

「ごみ(災害廃棄物)の分別」 
◇ ごみ収集場所をどこにするのかを

話しあって図面に記載しましょう。 
◇ 防災備蓄庫の備蓄物資を梱包して

いる段ボールなどを活用しましょ

う。 
  また、使用済みのトイレパックは

燃やすゴミですが、他の燃やすゴミ

とは別に保管しておきましょう。 

「要援護者」 
◇ 震災により体調が悪くなった方や要 
援護者の部屋をどこにするのか、話し

合い、図面に記載しましょう。 
 
◇ 避難所内では、要援護者に声かけす

ることも大事です。 



 
 
 

 

 
 

 

「長期を見据えて」 
◇ 組立て式トイレの設置場所を

図面に記載してみましょう。 
◇ トイレのルールも図面に記載

しましょう。 



 
 
 

 
 

 

「被災生活の長期化」 
① 地域防災拠点では、避難者が運営

委員と共同で避難所を運営します。 
② 在宅被災者は、町内会の役員をサ

ポートして新たな自治を形成して

いきます。 
上記の①②は別々ではなく、元々同じ

町内会の住民です。 
被災生活場所によって寝る場所は

異なりますが、それぞれが連携して

「地域の中の共同生活」を行っていき

ましょう。 
 
【共助と秩序】 
「拠点の避難者」「在宅被災者」「任意

避難場所生活者」は、拠点での炊き出

し・町内の瓦礫撤去･清掃・夜間の見

守りなどの地域活動を連携・共同で行

い、支えあい･助け合いをしましょう。  
これにより、共助や秩序が保たれる

とともに、情報や物資も共有されてい

きます。 


